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労働者派遣契約の見直し及び業績への影響について 

 

 厚生労働省が労働者派遣における「専門 26 業務」（注１）に関わる疑義解釈として、平成 22 年

５月 26 日「専門 26 業務に関する疑義応答集（以下「疑義応答集」という。）」を発表しました。

それに基づき、当社は、全社の労働者派遣契約の契約内容に関する調査並びに見直しを実施して

おります。 

その概要及びこれに伴う今後の業績への影響等は、下記の通りです。 

 

記 

 
１．調査並びに見直しの経緯 

当社は、医療関連受託事業において主力の医事受託（請負）の他、端末入力、カルテ管理

業務等の労働者派遣も行っておりますが、当該派遣業務は従来から「専門 26 業務」に該当す

るものであると解釈して行っておりました。 
しかしながら、厚生労働省は、労働者派遣法の運用の適正化に向け平成 22 年２月８日に「専

門 26 業務派遣適正化プラン」を発表しました。その後、専門 26 業務に関わる疑義解釈とし

て同５月 26 日に「疑義応答集」を発表いたしました。 
当該「疑義応答集」によって、専門 26 業務に対する厚生労働省の指導監督上の解釈が明確

に示されることとなり、同解釈に則った場合、現在当社が行っております労働者派遣の業務

（但し、一部除く。）が「専門 26 業務」に該当しなくなるものと判断し、契約内容の調査並

びに見直しを実施することといたしました。 
 
２．見直しの内容 

今回、当社が「専門 26 業務」に該当しなくなるものと判断した業務に関して、契約の見直

しを進めております。 
当該契約は「自由化業務（注２）」または「請負」への切替え交渉を行い、これらが不可能

である場合は、順次契約を終了させることとしております。 
 



 
３．平成 23 年３月期の連結業績に与える影響について 

 ① 第２四半期の連結業績への影響（平成 22 年４月１日～平成 22 年９月 30 日） 
契約終了に伴う対象社員に関して、配置転換や直接雇用の申入れ等の調整を並行して実施

しておりますが、当該調整が順調に進まないケースもあり、対象社員の退職が発生する見込

みです。 
   従いまして、契約終了に伴い退職となる社員に対する特別退職一時金等の支払いに備える

ため、平成 23 年３月期第２四半期の決算において特別退職引当金繰入額 162 百万円を特別損失

に計上いたします。 
 
 ② 通期の連結業績予想への影響（平成 22 年４月１日～平成 23 年３月 31 日） 

契約終了に伴い、平成 23 年３月期通期の売上高は約 720 百万円、営業利益は約 130 百万円

減少する見込みであります。 
また、前記の特別退職引当金繰入額は、現時点における見積額でありますが、現在も継続

中である契約の見直しの進展状況によって最大 70 百万円程度増加する可能性があります。 
 

なお、平成 23 年３月期第２四半期の連結業績及び通期の連結業績予想につきましては、本日

発表の「平成 23 年３月期第２四半期決算短信」を併せてご参照下さい。 
 
 
注１．「専門 26 業務」とは、労働者派遣法施行令第４条に定める派遣受入期間（原則１年、最長

３年）の制限を受けない専門職種として取り扱うことができる業務のことで、26 種類の業

務が定められております。 
 
注２．「自由化業務」とは、労働者派遣法施行令第４条に定める派遣受入期間に制限がない業務以

外の業務のことです。 
 
 

以 上 


